
 

 

消費者トラブルを未然に防止するため、契約や悪質商法など、消費生活に関する知

識を学び、仲間と一緒に活動してみませんか。 

鹿児島市では知識や情報を地域に広める『地域消費者リーダー』を募集します。 
             

      

○学 習 活 動 ･･･月１回程度の研修会で、消費生活に関する知識を学びます。                                  

○広報啓発活動･･･地域での出張講座などで広報啓発活動を行います。 

        （基本的に複数人での活動です） 

○事業参画活動･･･該当キャンペーンなど消費生活センターの事業に参加します。 

 

   市消費生活センター、地域の公民館など  ※活動は月 1～３回程度 

 

２，０００円／回（委嘱後、出張講座などの活動実績に応じて支払います） 

    

     市内に住む１８歳以上で事前研修を受講できる人        １０人程度 

 

 

 

研修修了から令和１０年３月３１日まで（更新あり） 

 

    所定の応募用紙に必要事項を記入し、電子申請、郵送、メール、ファクス等で 

ご応募ください。 

電子申請→ 

（URL：https://logoform.jp/form/hrtq/1440496） 

 

   令和８年５月２９日(金) 必着 

 

   鹿児島市消費生活センター  

    〒892-8677 鹿児島市山下町１１番１号 

    電話：808-7512 Fax：808-7501 

    メールアドレス：syouhi@city.kagoshima.lg.jp 

 

日  時 

(全１０回) 

(1)6 月 23 日(火)、(2)7 月 14 日(火)、(3)8 月 4 日(火)、 

(4)9 月 1 日(火)、(5)10 月 6 日(火)、(1)から(5)は 14 時から 15 時 30 分まで 

(6)10 月 27 日(火)、(7)11 月 4 日(水)、(6)(7)は 10 時から 11 時 30 分まで 

(8)11 月 12 日(木)14 時から 15 時 30 分まで 

(9)11 月 24 日(火)10 時から 11 時 30 分まで 

(10)12 月 1 日(火)14 時から 15 時 30 分まで 

研修内容 
消費生活の基礎知識、鹿児島市の消費者行政、情報セキュリティとサイバー犯罪対策、 

最近多い消費者トラブル、高齢者の特性に合わせた出張講座の手法 等 

研修場所 
鹿児島市役所会議室 ほか 

※その都度、ご案内します。 

応募資格 

活動期間 

主な活動内容 

謝  金 

応募方法 

応募期限 

活動場所 

事前研修 

令和８年度 鹿児島市 

地域消費者リーダー 募集！ 
 

募集人数 

応 募 

 

問合せ先 

https://logoform.jp/form/hrtq/1440496

